
2020 年 3 月 31 日 

お客さま 各位 

株式会社吉田石油店 

株式会社エネクスライフサービス 

電気需給約款 4 月 1 日付改定のお知らせ（高圧） 

日頃より弊社の電気をご使用いただき誠にありがとうございます。 

さて、弊社は、2020年 4 月 1日付で、送配電部門の分社化に基づき、電気需給約款別表 1の一般送配

電事業者名を以下のとおり変更いたしますので、ご案内申し上げます。 

引き続きご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。 

別表 1 （燃料費調整） 

旧 新 

(2) 燃料費調整単価及び離島ユニバーサル調整単価

燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額と

し、以下の算式によって算定された値とします。

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その

端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。な

お、燃料価格Ｘ、Ｙは別表に定めるものとしま

す。

(a) 北海道電力株式会社、東北電力株式会社、

東京電力株式会社、中部電力株式会社、北

陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国

電力株式会社、九州電力株式会社（燃料費

調整単価のみ）の場合 

イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準価格Ｘ円を下回る場合

燃料費調整単価＝（Ｘ－平均燃料価格）

× 2.の基準単価／1,000

ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回る場合

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ）×

2.の基準単価／1,000

(2) 燃料費調整単価及び離島ユニバーサル調整単価

燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額と

し、以下の算式によって算定された値とします。

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その

端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。な

お、燃料価格Ｘ、Ｙは別表に定めるものとしま

す。

(a) 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電

力ネットワーク株式会社、東京電力パワー

グリッド株式会社、中部電力パワーグリッ

ド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関

西電力送配電株式会社、中国電力ネットワ

ーク株式会社、九州電力送配電株式会社（燃

料費調整単価のみ）の場合

イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準価格Ｘ円を下回る場合

燃料費調整単価＝（Ｘ－平均燃料価格）

× 2.の基準単価／1,000

ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回る場合

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ）×



 

(b) 四国電力株式会社、九州電力株式会社（離

島ユニバーサルサービス調整単価のみ）の

場合 

 

イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準価格Ｘ円を下回る場合  

燃料費調整単価＝（Ｘ－平均燃料価格）

× 2.の基準単価／1,000  

 

ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回り、かつ、Ｙ円以下の場

合  

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ）× 

2.の基準単価／1,000 

 

ハ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回る場合平均燃料価格は、

Ｙ円といたします。  

燃料費調整単価＝（Ｙ－Ｘ）× 2.の基準単

価／1,000 

 

2.の基準単価／1,000  

(b) 四国電力送配電株式会社、九州電力送配電

株式会社（離島ユニバーサルサービス調整

単価のみ）の場合 

 

イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準価格Ｘ円を下回る場合  

燃料費調整単価＝（Ｘ－平均燃料価格）

× 2.の基準単価／1,000  

 

ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回り、かつ、Ｙ円以下の場

合  

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ）× 

2.の基準単価／1,000 

 

ハ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基

準単価Ｘ円を上回る場合平均燃料価格は、

Ｙ円といたします。  

燃料費調整単価＝（Ｙ－Ｘ）× 2.の基準単

価／1,000 

 

(3) 燃料費調整単価及び離島ユニバーサル調整単価

の適用  

3.  燃料費調整額  

燃料費調整額は、その月の使用電力量に1.(2)

によって算定された燃料費調整単価を適用して

以下の算式により算定される金額とします。  

 

(1) 北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東

京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電

力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株

式会社、四国電力株式会社 

 

燃料費調整額＝使用電力量×燃料費調整単価  

 

 

 

(3) 燃料費調整単価及び離島ユニバーサル調整単価

の適用  

3.  燃料費調整額  

燃料費調整額は、その月の使用電力量に1.(2)

によって算定された燃料費調整単価を適用して

以下の算式により算定される金額とします。  

 

(1) 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力

ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリ

ッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式

会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送

配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会

社、四国電力送配電株式会社  

 

燃料費調整額＝使用電力量×燃料費調整単価  

 



 

(2)九州電力株式会社  

 

燃料費調整額＝使用電力量×(燃料費調整単価

＋離島ユニバーサルサービス調整単価) 

 

(2)九州電力送配電株式会社  

 

燃料費調整額＝使用電力量×(燃料費調整単価

＋離島ユニバーサルサービス調整単価)  

別表：燃料費調整単価算出係数等 

お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事

業者ごとに、次のとおりといたします。 

供給区域 

（以下省略） 

北海道電力株式

会社 

東北電力株式会

社 

東京電力パワー

グリッド株式会

社 

中部電力株式会

社 

北陸電力 

株式会社 

関西電力 

株式会社 

中国電力 

株式会社 

四国電力 

株式会社 

九州電力 

株式会社 

 

 

 

 

 

 

別表：燃料費調整単価算出係数等 

お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事

業者ごとに、次のとおりといたします。 

供給区域 

（以下省略） 

北海道電力ネッ

トワーク株式会

社 

東北電力ネット

ワーク株式会社 

東京電力パワー

グリッド株式会

社 

中部電力パワー

グリッド株式会

社 

北陸電力 

送配電 

株式会社 

関西電力 

送配電 

株式会社 

中国電力 

ネットワーク株

式会社 

四国電力 

送配電 

株式会社 

九州電力 

送配電 

株式会社 
 



 

別表：離島ユニバーサル算出係数等 供給区域 

供給区域 

（以下省略） 
九州電力 

株式会社 
 

別表：離島ユニバーサル算出係数等 供給区域 

供給区域 

（以下省略） 九州電力 

送配電 

株式会社 
 

 

 

以上 


